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鳥取県医療提供体制施設整備補助金交付要綱（新旧対照表） 

 

  鳥取県医療提供体制施設整備補助金交付要綱（平成１８年１１月１４日付第２００６００１１４８３５号鳥取県福祉保健部長通知）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

第１条～第１８条 略 

 

別表１（第４条、第５条関係） 

１補 助 事 業 
２事業実施

主体 

３補助対象

経費 
４基準額 

５補

助率 

（１）～（２）略 略 略 略 

 

略 

（３）院内感染対

策施設整備事業 

（略） 

略 略 １室当たり 13,506 千円とし、空調設備

（空気清浄度クラス１万以上）を整備

する場合は 30,738 千円を加算する。 

略 

（４）アスベスト

除去等整備事業 

（略） 

略 略 １㎡当たり 

 46,400 円 

 ×アスベスト等の除去等を行う壁等

の延面積 

略 

（５）略 略 略 略 略 

（６）医療施設等

耐震整備事業 

（略） 

略 略 （１）補強が必要と認められるもの 

  基準面積 2,300㎡×44,100 円 

 

（２） 

 ア 耐震構造指標であるＩｓ値が

0.4 未満の建物を有する第二次

救急医療施設等 

 イ 耐震構造指標であるＩｓ値が

0.3未満の建物を有する病院（第

二次救急医療施設等は除く） 

  基準面積 2,300 ㎡×209,400 円 

 

（７）～（８）略 略 略 略 

 

 

略 

第１条～第１８条 略 

 

別表１（第４条、第５条関係） 

１補助 

事業 

２事業実施

主体 

３補助対

象経費 
４基準額 

５補

助率 

（１）～ 

（２）略 

略 略 略 略 

（３）略 略 略 １室当たり 13,320 千円とし、空調設

備（空気清浄度クラス１万以上）を整

備する場合は 30,314千円を加算する。 

略 

（４）略 略 略 １㎡当たり 

 45,800 円 

 ×アスベスト等の除去等を行う壁

等の延面積 

略 

（５）略 略 略 略 略 

（６）略 略 略 （１）補強が必要と認められるもの 

  基準面積 2,300㎡×43,500 円 

 

（２） 

 ア 耐震構造指標であるＩｓ値が

0.4 未満の建物を有する第二次

救急医療施設等 

 イ 耐震構造指標であるＩｓ値が

0.3 未満の建物を有する病院（

第二次救急医療施設等は除く） 

 基準面積 2,300 ㎡×206,500 円 

略 

（７）～

（８）略 

略 略 略 

 

 

略 
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（９）地域災害拠

点病院施設整備

事業 

（略） 

略 略 自家発電装置１か所当たり 

    149,535千円 

受水槽１か所当たり 

    137,802千円 

 備蓄倉庫１か所当たり  

      46,033 千円 

略 

略 （１）補強が必要と認められるもの 

 基準面積 2,300 ㎡×44,100円 

 

（２）耐震構造指標であるＩｓ値が 0.4

未満の建物を有する病院 

 基準面積 2,300 ㎡×209,400円 

（１０）ヘリポー

ト周辺施設施設

整備事業 

（略） 

略 略 給油施設１か所当たり 

  109,961 千円 

 

（１１）死亡時画

像診断システム

等施設整備事業 

（略） 

略 略 １施設当たり 

（１）死亡時画像診断室整備の場合 

   36,608千円 

（２）解剖室整備の場合 

   90,860千円 

略 

（１２）略 略 略 略 略 

（１３）特殊病室

施設整備事業 

（略） 

略 略 1 室当たり 

 68,312 千円 

 

（１４）略 略 略 略 略 

（９）略 略 略 自家発電装置１か所当たり 

    149,535千円 

受水槽１か所当たり 

    137,802千円 

 備蓄倉庫１か所当たり 

      45,397 千円 

略 

略 （１）補強が必要と認められるもの 

 基準面積 2,300 ㎡×43,500円 

 

（２）耐震構造指標であるＩｓ値が

0.4未満の建物を有する病院 

 基準面積 2,300 ㎡×206,500円 

（１０）

略 

略 略 給油施設１か所当たり 

  108,443 千円 

 

 

略 

（１１）

略 

略 略 次に掲げる基準面積に別紙に定め

る単価を乗じた額とする。 

 基準面積 60 ㎡ 

 

 

略 

（１２）

略 

略 略 略 略 

（１３）

略 

略 略 1 室当たり 

 67,369 千円 

 

略 

（１４）

略 

略 略 略 略 
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（１５）非常用自

家発電設備及び

給水設備整備事

業 

 

（医療提供体制

施設整備交付金

交付要綱の４の

（３０）「非常用

自家発電設備及

び給水設備整備

事業」に基づいて

行うものをいう。

） 

・救命救急セ

ンター、へき

地医療拠点

病院、へき地

診療所（有床

診療所に限

る。）、周産期

母子医療セ

ンター、地域

医療支援病

院、特定機能

病院の開設

者 

 

・浸水想定区

域または津

波災害警戒

区域に所在

する公的団

体、（注）６

のいずれか

の開設者 

（上記いず

れの場合も

地方公共団

体、地方独立

行政法人を

除く） 

下記の整

備又は更新

に必要な工

事費または

工事請負費 

（１）非

常用自家発

電設備 

 

（２）受

水槽 

 

（３）給

水設備 

 

（４）燃

料タンク 

いずれも 1か所当たり 

 

（１）149,535千円 

 

（２）137,802千円 

 

（３）64,800千円 

 

（４）29,883千円 

０ ．

３３ 

 

（注）１～５ 略 

   ６ 病院群輪番制病院、共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制病院、在宅当

番医制診療所、在宅当番医制歯科診療所、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間

外診療実施診療所、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院、在宅医療実施診療所、在宅

医療実施歯科診療所、がん医療実施診療所、脳卒中医療実施病院、腎移植施設、老人デイケ

ア施設、共同利用施設（診療所においては、有床診療所に限る） 

（１５）新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１～５ 略 

   ６（新設） 
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別紙 

             １平方メートル当たりの単価表 

                                （単位：円） 

補 助 事 業 名 種 目 等 構 造 別 単   価 

（１）休日夜間急患センター 
施設整備事業 

（５）小児初期救急センター 

施設整備事業 

 鉄筋コンクリート １７８，８００ 

 ブロック １５５，３００ 

 木造 １７８，８００ 

（２）病院群輪番制病院及び 

共同利用型病院施設整備事業 

（１２）医療機器管理室施設整

備事業 

 

 

 

 鉄筋コンクリート 

 

２５３，５００ 

（１４）治験施設施設整備事業 
治験専門外来 

鉄筋コンクリート ２５３，５００ 

ブロック ２２１，６００ 

治験管理部門 
鉄筋コンクリート ２０９，０００ 

ブロック １８２，５００ 

 （注）略 

 

 

別紙 

             １平方メートル当たりの単価表 

                            （単位：円） 

補 助 事 業 名 種目等 構 造 別 単   価 

（１）休日夜間急患センター 
施設整備事業 

（５）小児初期救急センター 

施設整備事業 

 鉄筋コンクリート １７６，３００ 

 ブロック １５３，２００ 

 木造 １７６，３００ 

（２）病院群輪番制病院及び 

共同利用型病院施設整備事

業 

（１１）死亡時画像診断シス

テム等施設整備事業 

（１２）医療機器管理室施設

整備事業 

 鉄筋コンクリート 

 

２５０，０００ 

（１４）治験施設施設整備事

業 

治験専

門外来 

鉄筋コンクリート ２５０，０００ 

ブロック ２１８，５００ 

治験管

理部門 

鉄筋コンクリート ２０６，１００ 

ブロック １８０，０００ 

 （注）略 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 

 


